
 

 

 

 

 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における 

主な改定内容 

（全サービス共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 障害福祉サービス等における横断的な改定事項 

● 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ 

 ＜職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し等＞  

 

● 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置 

を評価する加算を創設 

 ＜地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月＞  

 

● 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置 

や「集中的支援」について評価（生活介護・施設・グループホーム等） 

 ＜基礎研修受講者を 20%以上配置し、区分６かつ行動関連項目 10点以上の者

に支援を行った場合 360単位/日、集中的支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/

月等＞  

 

● 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化（施設等） 

 ＜障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ）【新設】10単位/月 等＞ 

 

● 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない

場合の減算の導入・見直し（全サービス共通） 

 ＜虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の 1%減算 等＞ 

 

● 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し  

＜栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和９年３月 31 日まで延長＞  

 

● 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱水 

費）の見直し 

 ＜基準費用額 54,000 円 ⇒ 55,500 円＞ 

 

● 障害福祉現場の業務効率化（全サービス共通） 

 ＜管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標

準化等＞ 

 

 

 

 

 

 



２ 訪問系サービス（ 居宅介護・重度訪問介護・同行援

護・行動援護・重度障害者等包括支援） 

●  居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価 

 ＜特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を

追加＞  

 

● 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必

要とする障害支援区分４及び５の利用者も対象に追加 

 ＜入院中の重度訪問介護利用の対象 区分６⇒ 区分４以上＞ 

 

● 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直

し ＜居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加等＞ 

 

 

 

 

３ 日中活動系サービス （生活介護・短期入所） 

● 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入 

 ＜生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別

支援計画に定めた個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮

を設ける＞  

 

● 医療的ケアが必要な者へ対応の評価（生活介護・施設・短期入所） 

 ＜人員配置体制加算（Ⅰ）利用定員 20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施

加算【新設】30単位/日 等＞ 

 

● 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価 

 ＜緊急短期入所受入加算（Ⅰ）180単位 ⇒ 270 単位 等＞ 

 

● 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進 

 ＜医療型ケア対応支援加算【新設】120 単位/日 等＞ 

 

 

 

 



４ 施設系・居住支援系サービス （施設入所支援・共同生

活援助・自立生活援助 

● 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホーム

の見学、地域活動への参加等を評価 

 ＜意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算

（Ⅱ）【新設】60単位/日等＞ 

 

● 施設における 10 人規模の利用定員の設定 

 ＜基本報酬で対応。生活介護も同様の対応＞ 

 

● 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設 

 ＜地域移行支援体制加算【新設】＞ 

 

● グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価 

 ＜自立生活支援加算（Ⅰ）【新設】1000 単位/月 等＞ 

 

● 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態

に応じて加算する報酬体系へ見直し 

 ＜グループホームの基本報酬の見直し＞ 

 

● グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含

む外部の目を定期的に入れる取組を義務づけ 

 ＜運営基準に規定。ただし、令和６年度は努力義務とし、令和７年度から義

務化＞ 

 

 

 

５ 訓練系サービス （自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生

活訓練）） 

● 社会生活の自立度評価指標（SIM）の活用と報酬上の評価 

 ＜個別計画訓練支援加算（Ⅰ）【新設】47 単位/日 等＞ 

 

● ピアサポートの専門性の評価 

 ＜ピアサポート実施加算【新設】100単位/月＞ 



６ 就労系サービス （就労移行支援・就労継続支援 A 型・

就労継続支援 B 型・就労定着支援・就労選択支援） 

● 就労移行支援事業所を定員 10名以上から実施可能となるよう見直し 

 ＜利用定員規模 20人以上⇒ 10 人以上＞ 

 

● 就労継続支援 A 型のスコア方式について、生産活動収支や平均労働時間に

応じた評価となるよう項目を見直し 

 ＜就労継続支援 A 型の基本報酬におけるスコア方式を見直し＞ 

 

● 就労継続支援 B 型における平均工賃月額に応じた報酬体系について、より

メリハリをつけた報酬体系に見直し 

 ＜就労継続支援 B 型の基本報酬の見直し、人員配置「6：1」の報酬体系の創

設【新設】、目標工賃達成加算【新設】10 単位/日 等＞  

 

● 就労定着支援の基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に見直し 

 ＜就労定着支援の基本報酬の見直し＞ 

 

● 就労選択支援の円滑な実施のための基本報酬・人員配置基準等の設定 

 ＜就労選択支援サービス費【新設】 1210 単位/日＞ 

 

 

 

７ 相談系サービス （計画相談支援・障害児相談支援） 

● 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型の基本

報酬を充実 

 ＜計画相談支援の基本報酬の見直し＞ 

 

● 地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援専門員を更に評価 

 ＜主任相談支援専門員配置加算 100単位/月 ⇒ 主任相談支援専門員配置加算

（Ⅰ）（Ⅱ） 300単位/月・100単位/月＞ 

 

● 相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充 

 ＜医療・保育・教育機関等連携加算 100 単位/月 ⇒ 150～300 単位/月 等＞ 

 

 



８ 障害児支援 （児童発達支援・放課後等デイサービス・

居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援・福祉型障害

児入所施設・医療型障害児入所施設） 

● 児童発達支援センター等における中核機能を評価 

 ＜中核機能強化加算【新設】 22単位～155単位/日  

中核機能強化事業所加算【新設】 75単位～187単位/日＞ 

 

● 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進 

 ＜総合的な支援の提供を基本とすることを運営基準に規定等＞ 

 

● 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた

評価を導入 

 ＜児発・放デイの基本報酬の見直し ＞ 

 

● 支援ニーズの高い児への支援の評価を充実 

 ＜入浴支援加算【新設】55単位/日、 

強度行動障害児支援加算 155単位/日 ⇒ 200 又は 250単位/日 等＞ 

 

● 家族支援の評価を充実 

 ＜事業所内相談支援加算 80単位/月１回 ⇒ 家族支援加算 80 単位/月４回

（ｵﾝﾗｲﾝ 60単位）、 延長支援加算の見直し 等＞ 

 

● インクルージョン推進の取組への評価を充実（保育所等訪問支援の充実 

等） 

 ＜訪問支援員特別加算 679単位/日 ⇒ 700 又は 850単位/日＞ 

 

● 障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充

実 

 ＜小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ加算 240単位/日 ⇒ 186～320単位/日 ｻﾃﾗｲﾄ型 +308単位/

日 ⇒ +378 単位/日、移行支援計画の作成等を運営基準に規定等 

 

 

 

 



福祉・介護職員等処遇改善加算について 

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療

養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機能

訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就

労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、

医療型障害児入所施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、以下の加

算率を乗じる。加算率は、サービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づき設

定。 

 

サービス区分 
福祉・介護職員等処遇改善 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

居宅介護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3% 

重度訪問介護 34.3% 32.8% 27.3% 21.9% 

同行援護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3% 

行動援護 38.2% 36.7% 31.2% 24.8% 

重度障害者等包括支援 22.3%   16.2% 13.8% 

生活介護 8.1% 8.0% 6.7% 5.5% 

施設入所支援 15.9%   13.8% 11.5% 

短期入所 15.9%   13.8% 11.5% 

○ 障害福祉現場で働く方々にとって、令和６年度に 2.5％、令和７年度に 2.0％の

ベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げを行う。  

○ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置が

できるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇

改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等

支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階

の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。 

○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支

援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。 

単位数 



療養介護 13.7% 13.5% 11.6% 9.9% 

自立訓練（機能訓練） 13.8% 13.4% 9.8% 8.0% 

自立訓練（生活訓練） 13.8% 13.4% 9.8% 8.0% 

就労選択支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 

就労移行支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 

就労継続支援 A型 9.6% 9.4% 7.9% 6.3% 

就労継続支援 B型 9.3% 9.1% 7.6% 6.2% 

就労定着支援 10.3%   8.6% 6.9% 

自立生活援助 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 

共同生活援助（介護サービス包括

型） 
14.7% 14.4% 12.8% 10.5% 

共同生活援助（日中サービス支援

型） 
14.7% 14.4% 12.8% 10.5% 

共同生活援助（外部サービス利用

型） 
21.1% 20.8% 19.2% 15.2% 

児童発達支援 13.1% 12.8% 11.8% 9.6% 

医療型児童発達支援 17.6% 17.3% 16.3% 12.9% 

放課後等デイサービス 13.4% 13.1% 12.1% 9.8% 

居宅訪問型児童発達支援 12.9%   11.8% 9.6% 

保育所等訪問支援 12.9%   11.8% 9.6% 

福祉型障害児入所施設 21.1% 20.7% 16.8% 14.1% 

医療型障害児入所施設 19.1% 18.7% 14.8% 12.7% 

 

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３

加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引

上げを受けることができる等の激変緩和措置を講じる。 

 

算定要件等 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新加算（Ⅰ～Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（福祉・介

護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することと

するが、事業所内で柔軟な配分を認める。） 

○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の

１／２以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。 

 ※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加

算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額について

は、その２／３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。 



 

        

※加算率は生活介護のものを例として記載。 

 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 



障害者の意思決定支援を推進するための方策 

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ） 

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思

決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準にお

いて、以下の規定を追加する。  

 

【取扱方針】 

事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の

意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。 

 

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】 

利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生

活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決

定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、当該利用者の意

思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議につ

いて、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認

する。 

 ※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する

観点から、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画につい

て相談支援事業者への交付を義務付け。  

 

【サービス管理責任者の責務】  

サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意

思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定支援が行われる

よう努めなければならない。  

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重

の観点から、上記に準じた規定を追加。 

 

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 

相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画

を検討 

 

 



障害者虐待の防止・権利擁護 

【虐待防止措置】 
施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を

未実施の障害福祉サービス事業所等について、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の

１％を減算）を創設。 

（参考）障害者虐待防止措置 

① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。 

② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【身体拘束の適正化】 

身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止

未実施減算の減算額を５単位から所定単位数の 10％に引き上げ。 

訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。  

施設・居住系： 

障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療

養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練  

訪問・通所系： 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期

入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ

型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く） 

 

（参考）身体拘束適正化措置  

① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 

② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底

を図ること。 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 

 

【本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助）】 

施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理

責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえ

たサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈

通知に明記。 



以下、報酬改定により加算の拡充や新設がされた項目 

≪地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】≫ 500 単位／月  

【自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支

援】 

 

以下のいずれかに該当する場合に加算する。 

● 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援

費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支

援及び地域定着支援のサービスを一体的に運営し、かつ、地域生活支援拠

点等に位置付けられた相談支援事業者等において、情報連携等を担うコー

ディネーターを常勤で１以上配置されている場合  

● 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援

費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）、自立生活援助、地域移行支

援及び地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネット

ワークにおいて相互に連携して運営されており、かつ、地域生活支援拠点

等に位置付けられた場合であって、当該事業者又はネットワーク上の関係

機関（基幹相談支援センター等）において、情報連携等を担うコーディネ

ーターが常勤で１以上配置されている場合  

 

※ 配置されたコーディネーター１人当たり、本加算の算定人数の上限を１月

当たり合計 100 回までとする。 

 ※ 以上の内容は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同

様。 

 

 

≪緊急時受入加算【新設】≫ 100 単位／日 

【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援 A

型、就労継続支援 B型】 

  

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事す 

る者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた 

緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。 

 

 

 



≪緊急時対応加算の見直し≫ 

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度

障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移

行支援、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、自立生活援助、計画相談支

援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援】 

 

（居宅介護の例） 

 ［現 行］ 地域生活支援拠点等に位置付けられている場合に、更に１回につ

き 50単位を加算する。 

 

 ［見直し後］ 地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携

調整に従事する者を配置している場合に、更に１回につき 50単位を加算す

る。 

 

 

≪集中的支援加算【新設】≫ 

【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練

（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ

型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障

害児入所施設】 

 

 イ 集中的支援加算（Ⅰ） 1000単位／回 

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定

障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場

合、３月以内の期間に限り１月に４回を限度として所定単位数を加算する。 

 

 ロ 集中的支援加算（Ⅱ） 500単位／日  

指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指

定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービ

ス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的

な支援を行った場合、３月以内の期間について、１日につき所定単位数を加算

する。 

 

 ※ ロの集中的支援加算（Ⅱ）を算定する場合は、イの集中的支援加算（Ⅰ） 

も算定可能。 

 



≪視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充≫ 

【生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機能訓練・生活訓

練）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】 

 

 

［現 行］  

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41 単位／日  

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の 100分の 

30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用 

者の数を 50で除した数以上配置していること。  

 

 

［見直し後］ 

 イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ） 51単位／日  

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の 100分の

50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用

者の数を 40で除した数以上配置していること。 

 

 ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅱ） 41単位／日  

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の 100分の

30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用

者の数を 50で除した数以上配置していること。 

 

 

 

 

≪虐待防止措置未実施減算【新設】≫ 【全サービス】 

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％を減算する。 

 ① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者 

に周知徹底を図ること 

 ② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

 ③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

 

 

 

 



≪身体拘束廃止未実施減算の見直し≫ 

【計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着し

ンを除く全サービス】 

 

［現 行］ 

基準を満たしていない場合に、１日につき５単位を所定単位数から減算す

る。 

 

［見直し後］ 

（施設・居住系サービス）※１ 

基準を満たしていない場合に、所定単位数の 10％を減算する。 

（訪問・通所系サービス）※２  

基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％を減算する。 

 

※１ 障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービ

スを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練  

 

※２ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支

援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労選択支

援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、

放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害

者支援施設が行う各サービスを除く） 

 

≪高次脳機能障害支援体制加算【新設】≫ 

【計画相談支援、障害児相談支援】 

 

イ 高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ） 60 単位／日 

高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置し

た上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、高次脳機

能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算

する。 

ロ 高次脳機能障害支援体制加算（Ⅱ） 30 単位／日 

高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置し

た上で、その旨を公表している場合に加算する。 

※ 以上の内容は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同

様。 



≪高次脳機能障害者支援体制加算【新設】≫41単位／日 

【生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機能訓練・生活訓

練）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】 

 

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の 100分の 30以上であっ 

て、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に 50：１以上 

配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。 

 

 

 

 

≪業務継続計画未策定減算【新設】≫【全サービス】 

 

 以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。 

● 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（業務継続計画）を策定すること  

● 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

 

 ※ 令和７年３月 31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指 

針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合に

は、減算を適用しない。ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護、重度障害者等 包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型

児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移

行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定

が求められていないこと等を踏まえ、令和７年３月 31日までの間、減算を

適用しない。 

 ※ 就労選択支援については、令和９年３月 31日までの間、減算を適用しな

い経過措置を設ける。 

 

（減算単位） 

● 所定単位数の３％を減算 （対象サービス：療養介護、施設入所支援（施設

入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援

助、宿泊型自立訓練、 障害児入所施設） 

● 所定単位数の１％を減算 （対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活



援助、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く。）、就労移行支援、就労継続支

援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定

着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪

問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービス

を除く）） 

 

 

 

 

 

≪障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力

の向上≫ 【施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設】 

 

≪運営基準【新設】≫  

① 指定障害者支援施設等は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症 

の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。 

② 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である 

場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生 

時等の対応について協議を行わなければならない 

 

≪障害者支援施設等感染対策向上加算【新設】≫ 

 イ 障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位／月 

以下の（１）から（３）までのいずれにも適合するものとして都道府県知 

事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、１月につき所定単位数を 

加算する。 

（１）第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行 

う体制を確保していること。 

（２）協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるととも 

に、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能

であること。  

（３）医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に 

係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年

に１回以上参加していること。 

 



ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位／月 

医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から

３年に１回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指

定施設入所支援等の単位において、１月につき所定単位数を加算する。 

 

≪新興感染症等施設療養加算【新設】≫ 240 単位／日  

入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診 

療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等におい 

て、当該入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を 

行った場合に、１月に５日を限度として所定単位数を加算する。  

 

※ 別に厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時

に必要に応じて指定する。 

 

 

 

 

 

≪情報公表未報告減算【新設】≫ 【全サービス】 

 

障害者総合支援法第 76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされて 

いない場合、所定単位数を減算する。 

● 所定単位数の 10％を減算  

（対象サービス：療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支

援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、 障害児

入所施設） 

 

● 所定単位数の５％を減算  

（対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害

者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型自立

訓練を除く。）、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支

援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発

達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支

援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）） 

 



≪都道府県等による確認【新設】≫ 

都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申

請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第 76条の３

の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとす

る。 

 

 

 

≪補足給付に係る基準費用額の見直し≫ 

【施設入所支援、障害児入所支援】 

 

 ［現 行］ 

基準費用額 ５４，０００円 

 

 ［見直し後］ 

基準費用額 ５５，５００円 

 

 

 

≪食事提供体制加算の経過措置の取扱い≫ 

【生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練・ 生活訓練）、就労選択支援、就

労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】 

 

令和６年３月３１日までの経過措置とされていた食事提供体制加算について

は、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、一定の要件を満

たす場合に評価することとし、令和９年３月３１日まで経過措置を延長する。 

 

≪食事提供体制加算の見直し≫ 

 通所系：30単位／日 

 短期入所、宿泊型自立訓練：48単位／日 

 

［現 行］ 

収入が一定額以下（生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割 16



万円未満）の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用

して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。 

 

［見直し後］ 

収入が一定額以下（生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割 16

万円未満）の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用

して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定

単位数を加算する。 

 

① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること（外部委託可）又は、栄養 

ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面につ

いて確認した献立であること  

② 利用者ごとの摂食量を記録していること 

③ 利用者ごとの体重やＢＭＩを概ね６月に１回記録していること 

 

 

 

≪施設入所者の送迎加算の取扱い≫ 

【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労選択支援、就労移行支

援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】 

 

施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣 

接してない生活介護事業所等への送迎については、施設入所者についても送迎 

加算を算定可能とする。 

 

≪送迎加算の対象拡充≫  

［現 行］ 

指定生活介護事業所等において、利用者（施設入所者を除く。）に対して、

その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき

所定単位数を加算する。 

 

［見直し後］ 

指定生活介護事業所等において、利用者（指定障害者支援施設と同一敷地内 

又は隣接する指定生活介護事業所等を利用する施設入所者を除く。）に対し

て、その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道に

つき所定単位数を加算する。 


